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厚木市ふれあいプラザ再整備計画（案）に関するパブリックコメントについて 

 

１ 意見募集期間 

平成 30 年９月１日（土曜日）から平成 30 年 10 月１日（月曜日）まで 

 

２ 意見の件数等 

(1) 意見をいただいた人数  １１人 

(2) 意見の件数       ５３件 

 

３ 意見の反映状況 

No 反映区分 件数

（件） 

１ 条例・計画等に反映させたもの ０ 

２ 意見の趣旨が既に条例・計画等に盛り込まれているもの １４ 

３ 今後の取組において参考にするもの ２４ 

４ 条例・計画等に反映できないもの ８ 

５ その他（感想・質問） ７ 

 合計 ５３ 

 

４ 意見と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

１ 

新たなごみ中間処理施設に排

熱利用の発電機を設置し売電で

収入を図るべきではないのか 
 

 

 

 

 

 

 

厚木市、愛川町、清川村

で構成される一部事務組

合※１「厚木愛甲環境施設組

合」で建設予定の新たなご

み中間処理施設では、ごみ

処理施設整備基本計画に

基づき、ごみ焼却による余

熱を利用して発電を行い、

施設の稼働に必要な電力

を確保した上で、余剰電力

は売電する計画となって

います。 

 

 

５ ※１一部事務組合とは 

地方自治法に基づき、厚木市、

愛川町及び清川村がごみ処理の

事務の一部を共同処理するため

設置した、厚木市とは別の地方公

共団体です。 
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№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

２ 

温排水利用について、浴室や

プール程度しか提案されていな

いが、厚木市になく市民が癒し

や児童生徒の学習に役立つ熱帯

温室を設置してはどうか。 

例：渋谷区のふれあい植物セン

ター 

 施設構成については、再

整備計画を基本に健康増進

施設として整備しますの

で、熱帯温室は、設置を予

定していません。 

４ 

３ 

大広間、和室の設置について、 

利用も少なく災害時に必要との

ことだか、そもそも被災時は何

百人も押し寄せるし防災施設兼

用として新児童館・老人憩の家

が新設されるのだから不要では

ないのか 

 

大広間・和室の設置につ

いては、災害時には、老人

憩の家及び児童館と連携強

化を図り、避難所としての

利用を想定しています。 
５ 

４ 

新設の児童館・老人の家との

両者は端的に迷惑施設設置に対

する近隣対策であるのは明白

で、児童館設置費用はふれあい

プラザの建設費からは引くべき

ではないのか。 

 ふれあいプラザは、健康

増進施設として位置付けて

おり、児童館及び老人憩の

家の設置目的とは異なりま

す。それぞれの施設は、「厚

木市公共施設最適化基本計

画」に基づき、適正規模・適

正配置で整備を進めていま

す。 

 

５ 

５ 

室内テニス、スカッシュなど

の屋内施設を設置すべきだ。 

室内テニスやスカッシュ

用のコートは、建築面積的

に制約があり、設置を予定

していません。 

 

４ 

６ 

新しいスポーツのボルダリン

グなどを取り入れて欲しい。 

 

 

 ボルダリングなど、壁面

利用を工夫し、施設を有効

活用する提案は、今後の施

設整備の参考とします。 

 

３ 
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№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

７ 

トランポリン（大型）を入れ

て欲しい。 

トランポリン（大型）が

使用できるスポーツ施設

は、建築面積的に制約があ

り、設置を予定していませ

ん。 

 

４ 

８ 

 そもそもセンター改築に際し

て児童館等を併設することで予

算削減することは考えなかった

のか。 

 
 

 

環境センター北側に建設

予定の新たなごみ中間処理

施設は、厚木市、愛川町、清

川村で構成される一部事務

組合※2 の施設であることか

ら、厚木市単独の児童館を

併設する予定はありませ

ん。 

なお、児童館については、

「厚木市公共施設最適化基

本計画」に基づき、老人憩

の家との複合施設として、

金田地区に建設中です。 

 

５ 

９ 

ふれあいプラザが工事中の時

だけでも、福祉センターのプー

ルの使用許容範囲が広がり、一

部時間だけでも使用可能になる

とうれしいです。 

保健福祉センターのプー

ルは、日常生活で運動する

機会が少ない障がい者及び

高齢者の健康維持・増進等

を図るための「水浴訓練室」

（プール）ですので、ふれ

あいプラザの工事期間中の

一般利用は想定していませ

ん。荻野運動公園プールの

利用をお願いします。 

 

 

 

 

 

５ 

※2 一部事務組合とは 

No.1 を参照 
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№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

10 

 ふれあいプラザの規模縮小で

はなく、同等規模が必要です。 

ふれあいプラザ再整備で

は、市営水泳プール廃止の

受け皿として、市全体利用

者の約半数を担うプール機

能を維持・向上させるとと

もに、市民の健康志向の高

まりに対応する健康増進機

能の充実を図り、より良い

スポーツ施設の適正配置等

を検討し、機能を維持・向

上させながら、多機能化・

複合化及び統廃合を進め、

適正な規模で整備します。 

【Ⅱ-10】 

 

２ 

11 

子どもから大人まで、何度行

っても楽しめる市民に愛される

施設を求める。 

子どもから大人、高齢者

まで、幅広い世代の方々に

利用してもらうため、親子

で楽しめるプールや軽食コ

ーナーといった多様なニー

ズに応える施設の整備を検

討するなど、健康・福祉・子

育て・遊びといった様々な

要素を兼ね備えた複合的な

拠点形成を図ります。 

【Ⅲ-１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 
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№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

12 

他市にはない、住民希望の足

湯、一時避難所として使える大

広間、温かい食事が提供できる

軽食コーナー等、厚木市民が楽

しく過ごせる心地よい憩いの場

を市が市民のために考え、つく

りあげていくことを再整備全体

に期待しています。 

「地域包括ケア社会」の実

現を目指すとともに、来た

るべき災害に備えて安心・

安全なまちづくりを推進

し、支え合う地域づくりに

取り組むため、「市民の憩

いやにぎわいを創る健康増

進拠点」をコンセプトに掲

げ、市民の皆様により親し

まれ、より多く利用してい

ただける施設として、ふれ

あいプラザを再整備しま

す。 

５ 

13 

平日終業後の夜時間帯にプー

ルに通いたいため、再整備方針

の中にある「本厚木駅等からの

新たな移動手段の導入」や「バ

ス停留所からの周辺道路整備」

は強く希望します。 

施設利用者の移動手段と

して公共交通の利便性を高

めることや、本厚木駅とふ

れあいプラザ周辺地区を結

ぶ新たな移動手段を検討し

ます。 

また、利用者が安心・安

全に歩行できるよう周辺道

路を整備します。【Ⅲ-２】 

２ 

14 

集客のため連絡・巡回バスを

運行すべきではないのか 

15 

駐車場に関しては、単体では

なく、新たなごみ中間処理施設

の緑地整備、環境センターの跡

地、圏央道の高架下などの周辺

の全施設を一体として考え、確

保していただきたい。 

適正規模の駐車台数を確

保するために、敷地の効率

的な利用を図るほか、現在

の環境センターが廃止され

た後の跡地や、未利用とな

っているふれあいプラザ脇

の圏央道高架下など、ふれ

あいプラザ周辺の土地活用

を検討し、新たなごみ中間

処理施設の緑地エリアとの

相互利用を視野に入れた規

模での整備を検討します。 

【Ⅲ-２】 

２ 
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№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

16 

更衣室からプールまでのバリ

アフリー化を希望。 

みんなのトイレやスロー

プ等の整備などバリアフリ

ー対策を図り、子どもから

大人、高齢者まで誰もが使

いやすい施設となるよう、

ユニバーサルデザインに配

慮します。 

【Ⅲ-２、３】 

 

２ 

17 

プールサイドからプール内へ

の手すり、スロープ設置。 

18 

介助を伴う障がい者の利用に

ついて、シャワー付き障がい者

用更衣室の設置を希望。 

誰もが使いやすい施設と

なるよう、ユニバーサルデ

ザインに配慮するととも

に、安全性に配慮した施設

整備を進めます。 

【Ⅲ-２】 

３ 

19 

障がい者の専用更衣室 

（配偶者の着替えの補助） 

20 

岩盤浴やサウナなどもある民

間の入浴施設は市からの補助券

があっても費用が掛かる、安い

料金は不公平でありかつ民業圧

迫とならないのか。 

ふれあいプラザは、公共

施設ですので、料金設定に

ついては、他の類似施設の

料金設定を基準に、受益者

負担の原則を基本として、

提供されるサービス等、

様々な要素に応じた適正な

料金を設定します。 

３ 

21 

利用料金は、据え置きにして、

引き続き利用しやすくして頂き

たい。 

 

22 

入場料（プール）は、400 円

以下で時間制限なし。 

 

23 

民間のスポーツクラブに比べ

ると安いと思いますが、年間パ

スポートのようなものがあれば

さらに通いやすくなり、なお、

ありがたいです。 
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№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

24 

新ごみ中間処理施設ができる

ならば国際公認 50ｍ室内プー

ルくらいの規模のプールを作っ

てもよいのではないか。 

ふれあいプラザは、市民

の皆様の心身の健康の保持

増進を目的とした健康増進

施設として位置付けてお

り、競泳競技会用等のスポ

ーツ施設は、設置を予定し

ていません。 

４ 

25 

50ｍプールを出来れば利用

したい。 

26 

絶対に 50ｍプールにしてく

ださい。 

27 

相模原グリーンプールのよう

な水深の深いダイビングプール

が欲しい。 

28 

プールは、冬場の水温・室温

が低く、寒いため温度が上がる

装置にして頂きたい。 

子どもから大人、高齢者

まで誰もが使いやすい施設

となるよう配慮するととも

に、外気温等に応じて柔軟

に対応できる施設を整備し

ます。 

【Ⅲ-２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 
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№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

29 

荻野運動公園のプールの競技

用とは、ジャンルの違う 25ｍプ

ール、幼児・子どもプール、ウォ

ータースライダー、ジャグジー

といった家族や子ども向けの楽

しめるプールを求める。 

プールの構成について

は、再整備計画を基本に、

利用者の皆様のニーズを把

握するとともに、安全性に

配慮した施設整備を進めま

す。 

 

３ 

30 

ジャグジー２箇所設置。体が

冷えたら温める。 

 

 

31 

ジャグジープールを設置して

欲しい。 

 

 

32 

流水プールを希望します。 

 

 

 

33 

25ｍのコースは必要。 市のプール施設として重

要な役割を担っているとと

もに、市営水泳プール廃止

の受け皿としての機能も併

せ持つことから、現行と同

じ機能（25ｍのプール、子

ども用、幼児用プール）を

維持しつつ施設の充実を図

ります。 

【Ⅲ-４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 
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№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

34 

プールはスイミングと水中ウ

ｵ―キング。 

利用者の皆様の多様なニ

ーズに応えるため、プール

は、水泳・歩行ができる複

合型プールとします。レー

ン構成については、再整備

計画を基本に、利用者の皆

様のニーズを把握するとと

もに、安全性に配慮した施

設整備を進めます。 

３ 

35 

ウォーキング専門の流れるプ

ールを設置して欲しい。 

36 

水中上の多種鉄棒を設置して

欲しい。 

37 

プール内に初心者・障がい者

優先エリアを作って欲しい。 

38 

ふれあいプラザの 25ｍプー

ルは、８レーンですが６レーン

に減らすのは反対です。市営プ

ールの利用者の受け皿としての

機能を果たすなら最低今の８レ

ーンは必要です。夏の繁忙期に

は６レーンでは、混雑して遊泳

者同士の衝突事故の危険が高い

と思います。 

39 

荻野運動公園プールと同様に

安価な利用料で安全に水泳を維

持することは、高齢者医療費や

介護のコストの削減にもつなが

ります。民営のスポーツクラブ

には、経済的に通えない高齢者

のためにも 25ｍ往復完泳レー

ンを２レーンは維持できるプー

ルにして欲しい。 
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№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

40 

プールから上がった後のシャ

ワー、浴室、サウナの設備の充

実をして欲しいと思います。 

浴室と洗い場を現行より

広くし、ジャグジー等数種

類の浴槽を設け、誰もがゆ

ったりとリラックスできる

ような魅力ある施設の充実

を図ります。 

【Ⅲ-５】 

 

 

２ 

41 

サウナ室とお風呂（温、水）と

プールのロッカールームは１つ

として、さらに健康ルームに行

き来できること。 

 サウナ室、浴室、健康ル

ーム、プールの施設配置に

つきましては、１階・２階

に分かれることが想定され

ることから、ロッカールー

ムを１か所とすることは困

難です。 

 

 

４ 

42 

浴室の種類の豊富さ、利用時

間の延長。 

 

ジャグジー等数種類の浴

槽を設け、誰もがゆったり

とリラックスできるような

魅力ある施設の充実を図り

ます。 

また、利用時間につきま

しては、利用者の皆様のニ

ーズを把握し、適正な時間

を設定します。 

【Ⅲ-５】 

 

 

 

 

 

 

 

２ 
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№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

43 

ジムのマシンをもっと増やし

て欲しい。 

幅広い世代で健康ルーム

の利用が多い状況にあり、

トレーニング室やスタジオ

の設置が望まれていること

から、マシンを使用するト

レーニング室とエクササイ

ズ、ヨガなどが実施できる

スタジオを設置するなど機

能を充実させます。 

【Ⅲ-６】 

 

 

 

 

 

 

 

２ 44 

健康増進ルームの器具の充

実。 

45 

エアロビクスが出来るスタジ

オが欲しい。 

46 

軽食コーナー設置について、

果たしてどの程度の利用が見込

まれるのか、ぼうさいの丘公園

のように赤字で業者撤退になら

ないのか。 

 

 

 

軽食コーナーについて

は、様々な自動販売機を設

置するタイプからカウンタ

ーから調理された軽食を出

すタイプまでを想定して、

民間事業者を対象としたア

ンケートやヒアリングなど

の市場調査を行い、業務の

継続性等を含め、設置を検

討します。 

【Ⅲ-８】 

 

 

 

 

 

 

３ 
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№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

47 

カラオケルームに電子レンジ

を設置して欲しい。 

【大広間・和室】 

施設構成及び設備の詳細

については、再整備計画を

基本に利用者の皆様のニー

ズに応え、利便性の高い施

設整備を進めるとともに、

運用面の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

48 

堀テーブルにして欲しいで

す。【大広間・和室】 

49 

 シャンプーや体が洗える設

備。泳いだ後に塩素臭を洗い流

したい。 

50 

女子更衣室には現在、鏡がト

イレ以外にはなく不便を感じて

います。更衣室内にも設置をお

願いしたいです。 

51 

ふれあいプラザのプール室

は、室内が暗い。天井のガラス

化など室内を明るくして欲し

い。夏場は室内が暑いので、窓

や天井を開放できるようにする

と良いと思います。 

52 

浴室の利用時間の規制は意味

がないし不便極まりないと思い

ます。 

利用時間につきまして

は、利用者の皆様のニーズ

を把握し、適正な時間を設

定します。 

【Ⅲ-５】 

 

 

 

２ 
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№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

53 

新ごみ中間処理施設から、よ

り高温でエネルギー密度の高い

状態の高温な蒸気で供給すれ

ば、ふれあいプラザ内部での自

家発電を始め、危機管理拠点な

どに広く貢献可能な施設として

展開することもできます。 

その原点となる高温蒸気等の

供給を新ごみ中間処理施設に働

きかけて、ふれあいプラザ再整

備計画を将来の社会状況に対応

可能なものにしてください。 

 

 

 

 

 

ごみ中間処理施設整備基

本計画おいて、新たなごみ

中間処理施設の余熱利用の

基本的な考え方が示されて

おり、「余熱の利用方法は、

高温・高圧の蒸気を必要と

する発電を優先し、次いで

熱供給先が必要とする温度

に合わせ、熱を再利用する

カスケード利用を行いま

す。余熱は、場内で必要な

分を確保した上で場外へ供

給します。」とされていま

す。 

ふれあいプラザにおいて

は、その考え方に基づいて

供給される高温水を利用し

て、温水プールや浴室への

熱供給や、冷暖房や給湯で

の活用を図るとともに、非

常時には、良好な生活環境

が確保された地域の防災拠

点となるよう整備します。 
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５ お問い合わせ先 

（１）担当課名  環境事業課 

（２）連絡先   （046）225-2781 

６ 結果公開日 

平成 30 年 11 月１日 公開 


